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昭
和
五
十
三
年
十
二
月
十
二
日
提
出 

質

問

第

五
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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

建
設
用
骨
材
の
値
上
げ
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

昭
和
五
十
三
年
十
二
月
十
二
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

保 
 

利 
 
 

茂 

殿 

 

提 

出 

者 
 

大 

成 

正 

雄 

 

一 

 



 

十
二
月
一
日
か
ら
道
路
交
通
法
の
改
正
が
施
行
さ
れ
、
ダ
ン
プ
カ
ー
や
営
業
用
ト
ラ
ッ
ク
の
過
積
み
が
全
面
的

に
規
制
さ
れ
た
こ
と
に
よ
つ
て
、
骨
材
生
産
者
、
販
売
業
者
は
輸
送
コ
ス
ト
上
昇
分
を
引
取
単
価
の
値
上
げ
と
し

て
ユ
ー
ザ
ー
荷
主
に
要
求
し
、
一
部
地
域
に
お
い
て
は
出
荷
ス
ト
ッ
プ
等
の
紛
争
を
惹
起
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と

は
公
共
、
民
間
建
設
工
事
の
現
場
に
重
大
な
影
響
を
も
た
ら
し
、
請
負
工
事
人
の
経
営
を
困
難
に
し
て
い
る
。 

三 

一
般
営
業
貨
物
運
賃
の
改
定
に
つ
い
て
い
か
に
対
処
を
し
て
い
る
か
。 

一 

骨
材
価
格
と
供
給
の
安
定
化
の
た
め
政
府
は
い
か
な
る
行
政
指
導
を
行
つ
て
い
る
か
。 

二 

国
、
県
、
市
町
村
、
公
団
、
公
社
等
の
公
共
事
業
に
お
い
て
、
既
契
約
分
の
骨
材
積
算
単
価
の
改
定
を
な
す

べ
き
も
の
と
考
え
る
が
、
工
事
費
の
追
加
支
出
等
の
措
置
に
つ
い
て
い
か
に
対
処
せ
ん
と
し
て
い
る
の
か
。 

 
従
つ
て
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

建
設
用
骨
材
の
値
上
げ
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

 

四 

右
質
問
す
る
。 


